	[bookmark: _GoBack]職員処遇関係
	特　記　事　項

	　職員体制
　◎　職員の総人員（施設職員等を含む）は、「          人」

  ◎　施設に属さない職員(法人本部専任職員、収益事業職員等)
    はいますか。                      　    
· いる場合、当該職員について次の事項を記入してください。
職名
人数
勤務形態
（常勤・非常勤）
雇用形態
(正職員・嘱託職員・日々雇用)
資格等
備考






























































　


（注）①「職名」欄には，福祉活動専門員，ボランティアコーディネーター，地域福祉活動コーディネーター，ホームヘルパー等を記入のこと。
      ②「資格等」欄には，社会福祉士，介護福祉士，介護支援専門員，社会福祉主事，ホームヘルパー（２級）等を記入すること。
      ③「備考」欄には，市町からの出向，派遣又はＯＢ職員等があれば記入すること。
      ④ 事務局組織図及び事務分担表を添付すること。
      　※ 別の様式で作成した既存資料でも差し支えない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 （１）事務局
   ◎  事務局長は、専任職員ですか。
　　 　　　　　
     ○ 専任の場合
    　     
     ○ 兼務の場合
          
  　　    　（　　　　　　　）

· 福祉活動専門員は、社会福祉士又は社会福祉主事の資格を有していますか。
　　　                  　 ☐ いる　　☐ いない　　☐ 該当なし 
     
	


































－２１－
	職員処遇関係
	特　記　事　項

	　人事管理
 (１)就業規則
     ◎　就業規則の最終改定は、       年　　　月　　　日

     ◎  労基署への届出は、           年　　　月　　　日

     ◎　現状と就業規則に差異はありませんか。
                                        　
　　   ○　ある場合、差異の内容は、




      ◎　１日８時間、週４０時間勤務が守られていますか。
                                     　　
        ○　所定労働時間　　　１週あたり　　　　　時間 　
        ○  勤務時間が６時間を超える場合、45～60分の休憩時
　　　　　間を与えていますか。         
                                     　　
        ○　休憩室の設備はありますか。 
　　

      ◎　週１回又は４週４回以上休日を与えていますか。
                                     　　
○　４週５回以上休日を与えている場合、その勤務形態は、


      ◎　時間外・休日労働に関する協定は、
          　（労基署届出日　　年　　月　　日）
　　　　　　        
          　
        ○　時間外勤務命令簿はありますか。
                                 　　

○　時間外勤務手当を規程に基づき適正に支給していますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　

◎　女子職員に対し、 
  　　  ○  産前・産後休暇及び育児時間、育児休業は、適正に
　　　　　与えていますか。            
                                     　　
        ○　生理休暇の請求があった場合、就業させていませんか。
                                     　　

◎  定年制は、                 　　
        ○　ある場合定年年齢は、          歳
        ○　定年年齢が６５歳未満の場合、継続雇用制度を導入していますか。　　　　　　　　　　
例外　　　　　歳（職種　　　　　　　　　　　）
	



・労基法第89条









・労基法第32条




・労基法第34条




・労基法第35条






・労基法第36条









・労基法第65条、第67条


・労基法第68条


－２２－
	職員処遇関係
	特　記　事　項

	〈（１）就業規則　続き〉
◎　就業規則等労働基準法に基づくすべての労使協定を、職員に周知していますか。           　　
        ○　いる場合、その方法は、（　　　　　　　　　　）
　　　◎　職員の採用にあたって、辞令等が交付されていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      ◎　非常勤職員の労働条件は、明確になっていますか。
          （就業規則、雇用契約書等）
                                     　　
　　　　○　雇入通知書には、「昇給の有無」「退職手当の有無」
　　    「賞与の有無」が記載されていますか。
　　　　　　　　　　　　　　          　　
        ○　就業規則と現状に差異はありますか。
  　                                    　
          　ある場合の内容は、



　　　◎　その他、下記のパートタイム労働法で義務化されている内容が遵守されていますか。  　　　

（改正パートタイム労働法で義務化されている内容）
①「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の４つの事項は、文書の交付などにより速やかにパートタイム労働者に明示すること。
②事業主はパートタイム労働者を雇用したときは、待遇に関して講ずることとしている措置の内容について、そのパートタイム労働者に説明すること。また、パートタイム労働者から求められたとき、事業主はそのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明すること。
③パートタイム労働者と通常の労働者の職務内容が同じ場合（全雇用期間を通じて人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同じパートタイム労働者は除く）、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施すること。
④福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合はパートタイム労働者にも利用の機会を与えるよう配慮すること。
⑤通常の労働者と職務の内容が同じであって、人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じとなっているパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他すべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことの禁止。










⑥パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、「通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。」「通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。」「パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。」「その他通常の労働者への転換を推進するための措置。」のいずれかの措置を講じること。
⑦パートタイム労働者と通常の労働者の待遇を違うものにする場合は、職務内容、人材活用の仕組みや運用などの事情を考慮して、不合理であってはならない。
⑧事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備すること。

	
・労基法第106条






・非常勤職員にはパート職員等を含みます。

・パートタイム労働法第６条第１項












・パートタイム労働法第６条第１項及び施行規則第２条第１項


・パートタイム労働法第１４条





・同法第１１条










・同法第９条















・同法第１３条






・パートタイム労働法第８条


・同法第１６条


－２３－

	職員処遇関係
	

	〈（１）就業規則　続き〉
⑥パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、「通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。」「通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。」「パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。」「その他通常の労働者への転換を推進するための措置。」のいずれかの措置を講ずること。
⑦パートタイム労働者と通常の労働者の待遇を違うものにする場合は、職務内容、人材活用の仕組みや運用などの事情を考慮して、不合理なものであってはならない。
⑧事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備すること。
	
・パートタイム労働法第１３条







・同法第８条


・同法第１６条


　－２４－

	職員処遇関係
	特　記　事　項

	〈（１）就業規則　続き〉

　　  ◎  年次有給休暇は、６カ月以上勤務した者について１０日以上与えていますか。         
                                     　　
        ○　年休をパート職員に与えていますか。
                                     　　
        ○　年次休暇請求簿はありますか。 
　　

　　　◎　性別による差別を行っていませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　　　◎　妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを行っていませんか。　　　　　　　　　　　　 　　

　　　◎　男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置が講じられていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　　　◎　職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、雇用管理上講ずべき措置として、厚生労働大臣の指針で９項目が定められていますが、措置が講じられていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

・労基法第39条


・労基法第39条第3項（比例付与）


















厚生労働大臣指針で定められている９項目
（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
②セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
（２）相談（苦情含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定めること。
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
（３）事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥事実関係が確認できた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
⑦再発防止に向けた措置を講ずること。（事実が確認できなかった場合も同様）
（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
⑧相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
⑨相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


－２５－
	職員処遇関係
	特　記　事　項

	(２)給与規程

     ◎　給与規程の最終改定は、      年　　　月　　　　日
　
     ◎　労基署への届出は、          年　　　月　　　　日

     ◎　初任給格付は、             　　
       ○　初任給格付は適正に行われていますか。
                                     　　

     ◎　前歴換算は、                　　
       ○　前歴換算は適正に行われていますか。
                                     　　

     ◎　標準職務表（職務別給与表）は、
                                     　　
       ○　昇格・昇級は適正に行われていますか。
                                    　 　

     ◎　賃金控除に関する協定は、
        　 　                 
           （締結日　　年　　月　　日）

     ◎　給与支給台帳は、            　
       ○　給与支給台帳に受領印はありますか。
（給与振り込みの場合記載不要です。）
                                    　

     ◎　各種諸手当は諸規程に基づき適正に支給されていますか。
                                    　
 (３)旅費規程
     ◎　旅費規程は整備されていますか。
                                    　
       ○　旅行命令簿はありますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○　旅費規程に基づき適正に支給されていますか。
                                    　
       ○　旅行目的は明確ですか。
                                   　
       ○　旅行の復命は行われていますか。
                                   　
（４）健康管理の状況
  ◎　職員の健康診断は、              年             回
        実施期日             年      月       日
  ◎　職員の採用時健康診断を実施していますか。
                                      　

	




















・労基法第24条




－２６－
	職員処遇関係
	特　記　事　項

	（５）職員研修　　　　　　　　　　
　◎　外部研修を受講させていますか。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
　　○  記録は、　　　　　          　
  　○　研修結果は、内部研修等に活用されていますか。　　　
  　　　　　　　　　　              　
　　○　前年度に受講した主な研修を記入してください。
研修名
受講者職種
受講者数
主　な　研　修　内　容

































◎  内部研修は行われていますか。
                                     　
　  ○  いる場合、記録は、           　

    ○  いる場合、方法・内容は、










◎　職員の専門資格等の取得に配慮していますか。　
                                      　



	




－２７－
	事　業　関　係
	特　記　事　項

	　広報活動の実施状況

　ア　独自の広報誌等によるもの
広報の方法
回数
























　イ　行政の広報誌等によるもの
広報の方法
回数
























（注）　前年度中に社協が実施した広報活動について記入すること。


　調査事業の実施状況調査事業名
実施時期
対象者























（注）要援護者実態調査・ボランティアニーズ調査等前年度に社協が実施したものについて記入すること。
	




－２８－


	事　業　関　係
	特　記　事　項

	　ボランティアの活動状況

　ア　ボランティアの登録状況
	区分
	令和　年度末
現在の登録数
	令和　年度末
現在の登録数
	現在の登録者数
(令和  年  月  日現在)

	団体
	　　　　グループ
（　　　　　　人）
	　　　　グループ
（　　　　　　人）
	　　　　　　グループ
（　　　　　　　人）

	個人
	　　　　
　　　　　　　人
	　　　　
　　　　　　　人
	　　　　　　
　　　　　　　　　人


（注）現在、前、前々年度の登録数について記入すること。
イ　ボランティア育成事業の実施状況（令和　　年度）
	事業名
	

	

	

	管内ボランティア協力学校名
	主な事業内容

	

	


	ボランティア保険
加入者数
	ボランティアセンター
設置の有無
	ボランティアコーディネーター設置の有無

	　　　　　人
	有・無
	有・無


（注）前年度の実施状況について記入すること。　　　　　　　　　　　　心配ごと相談所の状況（令和　　年度）
	開設状況
	開設回数
	年間　　　回

	
	開設場所
	

	
	相談件数
	年間　　　件

	
	相談記録の有無
	有・無

	相談所開設についての広報の有無
	有・無

	相談員等の状況
	相談員
	　　　　　　　　　　人

	
	常勤相談員
	　　　　　　　　　　人

	
	専門相談員
(その専門分野を記入)
	　　　　　　　　　　人

	研修の実施
状況

	　

	収支の
状況
	（収入）
	（支出）


（注）前年度の状況について記入すること。
	














	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２９－
	

	事業関係
	特　記　事　項

	　福祉資金の状況
市独自の福祉資金
	
	令和　　年度の貸付件数
	令和　　年度の償還率

	小口資金
	件
	％

	その他
	件
	％

	計
	件
	％

	運営委員会
	人数
	構　成

	
	人
	

	運営委員会議事録の
有無
	有・無

	諸帳簿の
整備状況
	借入申込書
	有・無

	
	民生委員調査書
	有・無

	
	調査意見書
	有・無

	
	貸付決定(不承認)通知
	有・無

	償還指導の実施状況
	


（注）前年度、前々年度の状況について記入すること。
生活福祉資金
	生活福祉資金相談体制
	相談員数、常勤・非常勤の別、職種等
（実情に応じて御記入ください）

	生活福祉資金相談件数
	令和　年度
	令和　　年度

	
	件
	件


うち10月以降の相談件数
（　　　　　　　　　件）


（注）前年度、前々年度の状況について記入すること。
	



	　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３０－

	事　業　関　係
	特　記　事　項

	苦情解決体制の整備について


①苦情解決責任者の設置　　　　　　有　・　無
　
　（有の場合）責任者の職氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

②苦情受付担当者の設置　　　　　　有　・　無

　（有の場合）担当者の職氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

③第三者委員の設置　　　　　　　　有　・　無

　（有の場合）
　　・委員数　　　　　名
　　・委員の職名（すべての委員について記載すること）

④規定の作成　　　　　有　・　無
　
　（有の場合）規定を添付すること。

⑤苦情受付件数

	
	　　年度
	　年度

	苦情受付件数
	件
	件


（注）前年度、前々年度の状況について記入すること。

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

　利用者数
	
	令和　　年度
	令和　　年度
（令和　年　月現在）

	新規契約数
	件
	件

	現利用者数
	件
	件


（注）前年度、現在の状況について記入すること。
　周知の取組について・広報の状況







	



	　－３１－


	事業関係
	特　記　事　項

	地域福祉活動計画の策定状況について

　ア　策定済　　　　　　　　年　　月
　　　（次回更新　　　　　　年　　月）

　イ　未策定
　　　　（今後の策定見込　　　　　　年　　月）

　指定管理施設の適正な管理

（1） 指定管理の指定を受けているか（令和　　年度）

　　　　　　　　　  　
　
　（２）指定管理の施設名等

	施設名
	事業内容
	委託料

	
	
	千円

	
	
	千円

	
	
	千円



　※前年度の状況について記入してください。

補助・受託事業
　※生活福祉資金貸付事業は必須です
※前年度に補助又は委託を受けた事業について記入してください。
	事業名
	補助又は委託先
	予算額
	決算額

	
	
	千円
	千円

	
	
	千円
	千円

	
	
	千円
	千円



助成事業
	事業名
	助成先
	予算額
	決算額

	
	
	千円
	千円

	
	
	千円
	千円

	
	
	千円
	千円


※前年度に福祉団体等への助成実績がある場合は、すべての助成先について記入してください。
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